
 

 

 

 

14 県人勧情報－② 

 

 

 

 

 

 

 

県地方公務員共闘会議（議長：砂金良昭・岩教組委員長）は、８月22日に県人事

委員会に提出した県人事委員会勧告に関わる要請書をもとに、現在、人事委員会あ

て「個人ハガキ」及び、「職場決議」を集約中だ。大型ハガキは今月24日に予定し

ている人事委員会事務局長交渉の場で提出する。全分会・全組合員の切なる声と要

求を決議・ハガキに託し、労働条件改善を勝ち取っていこう！  

 

分会組合員全体で意思統一を！ 
---- 職場決議 ---- 

生活水準を維持・改善する勧告を行うこと、地

方切捨ての「給与制度の総合的見直し」を勧告し

ないこと、岩手の地理的特殊事情を踏まえ自己負

担を軽減するための諸手当改善勧告を行うこと、

寒冷地手当の改悪を行わないこと、などを内容と

した私たちの切なる要求を、職場全体の要求とし

て押し上げていくため、「職場決議」の取り組み

を行う。 

分会内で決議内容を共有し、分会組合員全体の

要求として意思統一したものを支部書記局へ提

出しよう。職場決議は、地公共闘による人事委員

会事務局長交渉時に提出していく。 

全分会からの決議で、私たちの団結の力を人事

委員会に示していこう。 
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セット共済「スポ

ット募集」締切は

12日です。この

機会にぜひ、新

規・増口のご検討

を！ 



怒りの声、ゆずれない要求を訴えよう！ ---- 個人ハガキ ---- 

人事委員会あての「個人ハガキ」は、今般の人事院

勧告における俸給表改定にあたり高齢層職員の給与水

準が抑制されていることへの抗議や、恣意的な較差を

編み出す官民比較方法を用いた総合的見直しの不当性

を訴える怒りの声、さらには、組合員個々が抱える職

場の人員課題や諸手当改善の要望などを、「私の意見」

欄に記載する形となっている。 

公務員労働者に制限されている労働基本権の代償機

関たる人事委員会は、私たちの厳しい職場実態や生活

改善を求める声を踏まえた上で勧告を行う義務がある。

怒りの声、ゆずれない要求を個人ハガキに託し、人事

委員会へ改善を求めていこう。 

 

 

 

 

 

※ 個人ハガキは、直接投函せず、必ず支部書記局へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

県職労は２日、中央闘争委員会を開催し、地公共闘の行う交渉・行動に積極的に結集していく

闘争方針を確認するとともに、人事委員会あて個人ハガキや職場決議の取り組みのほか、支部・

分会単位での人勧学習の強化や赤枠号外配布行動などの具体的な闘争態勢を確認した。 

地公共闘による人事委員会交渉は再来週から本格化する。16日には花山職員課総括課長と交渉

を実施し、24日には佐藤事務局長との交渉を予定しているが、恣意的較差をもとにした給与水準

引き下げをもくろむ給与制度の総合的見直しの勧告阻止等に向けた重大な局面を迎えることか

ら、24日には県庁座り込み行動を背景とした大衆行動配置が想定されている。 

組合員一人ひとりが各種取り組みに積極的に結集し、支部・分会段階からの要求押上げによっ

て、ベア実施と総合的見直し勧告阻止等を勝ち取っていこう。 

 

一人ひとりの切なる要求は 
      ここ に記載を  


